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農
林
水
産
省

〇

告
示
第

号

経
済
産
業
省

農
林
水
産
省

商
品
先
物
取
引
法
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年

令
第
三
号
）
第
三
十
八
条
第
十
三
項
及
び
第
九
十
九
条
第

経
済
産
業
省

一
項
各
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
商
品
先
物
取
引
業
者
の
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
、
取
引
先
リ
ス
ク
相
当
額
及
び
基
礎
的
リ

ス
ク
相
当
額
の
算
出
の
基
準
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成

年

月

日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

経
済
産
業
大
臣

大
畠

章
宏

（
控
除
資
産
の
額
の
算
出
）

第
一
条

商
品
先
物
取
引
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら

第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
資
産
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
、
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計

上
さ
れ
る
べ
き
金
額
の
合
計
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
）

第
二
条

規
則
第
九
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
は
、
次
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
に

基
づ
い
て
算
出
し
た
額
を
い
う
。
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（
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
）

第
三
条

市
場
リ
ス
ク
相
当
額
は
、
次
に
掲
げ
る
リ
ス
ク
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
ご
と
に
算
出
し
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

金
リ
ス
ク
（
金
及
び
金
の
派
生
商
品
並
び
に
金
の
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
に
係
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
（
以
下
「
金
等

」
と
い
う
。
）
の
価
格
の
変
動
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
で
あ
っ
て
、
そ
の
相
当
額
が
次
条
及
び
第
六
条
の
規
定

に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）

二

コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
リ
ス
ク
（
石
油
、
金
属
（
金
を
除
く
。
）
、
農
林
水
産
物
及
び
こ
れ
ら
の
加
工
物
並
び
に
こ

れ
ら
の
派
生
商
品
並
び
に
こ
れ
ら
の
オ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
取
引
に
係
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
（
以
下
「
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
等
」

と
い
う
。
）
の
価
格
の
変
動
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
で
あ
っ
て
、
そ
の
相
当
額
が
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定

に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）

三

そ
の
他
市
場
リ
ス
ク
（
前
二
号
に
掲
げ
る
市
場
リ
ス
ク
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
市
場
リ
ス
ク
を
い
う
。
）

（
金
リ
ス
ク
相
当
額
）

第
四
条

金
リ
ス
ク
相
当
額
（
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
金
の
ネ
ッ
ト
・
ポ
ジ

シ
ョ
ン
（
対
当
す
る
（
あ
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
他
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
、
相
互
に
他
方
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
か
ら
生
じ
得
る
損

失
を
減
少
さ
せ
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
い
う
。
）
ポ
ジ
シ
ョ
ン
同
士
を
相
殺
し
た
結
果
と
し
て
残
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を

い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
（
標
準
的
な
測
定
単
位
で
表
示
し
円
貨
に
換
算
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
八

パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
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（
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
リ
ス
ク
相
当
額
）

第
五
条

コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
リ
ス
ク
相
当
額
（
次
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
算
出
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
は
、
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
等
ご
と
に
算
出
し
た
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

ネ
ッ
ト
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
額
に
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額

二

ロ
ン
グ
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
（
買
持
ち
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
額
及
び
シ
ョ
ー
ト
・
ポ
ジ
シ
ョ

ン
（
売
持
ち
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
額
の
合
計
額
に
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額

２

コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
同
一
の
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
等
の
ロ
ン
グ
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン

及
び
シ
ョ
ー
ト
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
直
近
の
一
年
間
又
は
そ
れ
以
上
の
期
間
の
価
格
変
動
の
間
の
相
関
係
数

が
十
分
の
九
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
対
当
額
を
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
相
関
係
数
が
十
分
の
九
以
上
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
）

第
六
条

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
（
商
品
先
物
取
引
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
二
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
に
類
似
す
る
外
国
商
品
市
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
取
引
を
含
む
。

）
及
び
同
条
第
十
四
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
当
該
取
引
に
関
連
す
る

原
資
産
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
係
る
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

一

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
の
原
資
産
の
時
価
額
（
計
算
を
行
う
日
の
公
表
さ
れ
て
い
る
最
終
価
格
に
基
づ
き
算
出
し
た
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価
額
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
価
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
次
の

表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
同
表
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

区

分

率

金
等

八
パ
ー
セ
ン
ト

コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
等

十
八
パ
ー
セ
ン
ト

二

次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
同
表
に
定
め
る
額

区

分

市
場
リ
ス
ク
相
当
額

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
係
る
取
引
証
拠
金
（
外
国
に
お
け

当
該
商
品
取
引
所
又
は
当
該
商
品
取
引
清
算
機
関
に
預

る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
商
品
取
引
所

託
し
て
い
る
取
引
証
拠
金
の
額
（
取
引
証
拠
金
の
追
加

又
は
商
品
取
引
清
算
機
関
に
預
託
し
て
い
る
場
合

差
入
れ
義
務
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
追
加
額
を
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含
む
。
）

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
の
買
い
の
場
合

当
該
オ
プ
シ
ョ
ン
の
額

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
の
売
り
で
ア
ウ
ト
・
オ
ブ
・
ザ
・
マ

原
資
産
の
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
か
ら
ア
ウ
ト
・
オ
ブ
・

ネ
ー
の
場
合

ザ
・
マ
ネ
ー
の
額
を
控
除
し
た
額

（
注
１
）

ア
ウ
ト
・
オ
ブ
・
ザ
・
マ
ネ
ー
と
は
、
コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
お
い
て
は
、
原
資
産
の
価
格
が

権
利
行
使
価
格
（
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
お
い
て
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
取
引
に
係

る
価
格
、
数
値
又
は
こ
れ
ら
と
類
似
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
下
回
っ
て
い
る
状
態
を
い
い
、

プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
お
い
て
は
、
原
資
産
の
価
格
が
権
利
行
使
価
格
を
上
回
っ
て
い
る
状
態
を

い
う
。

（
注
２
）

ア
ウ
ト
・
オ
ブ
・
ザ
・
マ
ネ
ー
の
額
と
は
、
ア
ウ
ト
・
オ
ブ
・
ザ
・
マ
ネ
ー
に
お
け
る
権
利
行
使
価
格

に
取
引
の
件
数
又
は
数
量
を
乗
じ
て
得
た
額
と
原
資
産
の
時
価
額
と
の
差
額
を
い
う
。

（
注
３
）

原
資
産
の
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
と
は
、
原
資
産
の
時
価
額
に
、
前
号
に
掲
げ
る
表
の
区
分
に
応
じ
、
同

表
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
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三

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
を
原
資
産
の
ヘ
ッ
ジ
を
行
う
目
的
で
行
う
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

同
表
に
定
め
る
額

区

分

市
場
リ
ス
ク
相
当
額

オ
プ
シ
ョ
ン
が
デ
ィ
ー
プ
・
イ
ン
・
ザ
・
マ
ネ
ー
の
と

相
殺
し
た
額

き原
資
産
の
ロ
ン
グ
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
プ
ッ
ト
・

オ
プ
シ
ョ
ン
を
買
い
付
け
る
こ
と
に
よ
り
ヘ
ッ
ジ
を
行

っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
オ
プ
シ
ョ
ン
が
イ
ン
・
ザ
・
マ

ネ
ー
の
と
き

原
資
産
の
シ
ョ
ー
ト
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
コ
ー
ル

・
オ
プ
シ
ョ
ン
を
買
い
付
け
る
こ
と
に
よ
り
ヘ
ッ
ジ
を

行
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
オ
プ
シ
ョ
ン
が
イ
ン
・
ザ
・
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マ
ネ
ー
の
と
き

原
資
産
の
ロ
ン
グ
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
プ
ッ
ト
・

原
資
産
の
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
と
オ
プ
シ
ョ
ン
の
ア

オ
プ
シ
ョ
ン
を
買
い
付
け
る
こ
と
に
よ
り
ヘ
ッ
ジ
を
行

ウ
ト
・
オ
ブ
・
ザ
・
マ
ネ
ー
の
額
の
い
ず
れ
か
小
さ
い

っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
オ
プ
シ
ョ
ン
が
ア
ウ
ト
・
オ
ブ

方
の
額

・
ザ
・
マ
ネ
ー
の
と
き

原
資
産
の
シ
ョ
ー
ト
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
コ
ー
ル

・
オ
プ
シ
ョ
ン
を
買
い
付
け
る
こ
と
に
よ
り
ヘ
ッ
ジ
を

行
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
オ
プ
シ
ョ
ン
が
ア
ウ
ト
・
オ

ブ
・
ザ
・
マ
ネ
ー
の
と
き

原
資
産
の
ロ
ン
グ
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
コ
ー
ル
・

原
資
産
の
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
か
ら
オ
プ
シ
ョ
ン
の

オ
プ
シ
ョ
ン
を
売
り
付
け
る
こ
と
に
よ
り
ヘ
ッ
ジ
を
行

イ
ン
・
ザ
・
マ
ネ
ー
の
額
を
控
除
し
た
額

っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
オ
プ
シ
ョ
ン
が
イ
ン
・
ザ
・
マ

ネ
ー
の
と
き
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原
資
産
の
シ
ョ
ー
ト
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
プ
ッ

ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
を
売
り
付
け
る
こ
と
に
よ
り
ヘ
ッ
ジ

を
行
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
オ
プ
シ
ョ
ン
が
イ
ン
・
ザ

・
マ
ネ
ー
の
と
き

（
注
１
）

デ
ィ
ー
プ
・
イ
ン
・
ザ
・
マ
ネ
ー
と
は
、
コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
お
い
て
は
、
原
資
産
の
価
格

が
そ
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
分
下
落
し
て
も
な
お
権
利
行
使
価
格
を
上
回
る
状
態
を
い
い
、
プ
ッ
ト
・
オ

プ
シ
ョ
ン
取
引
に
お
い
て
は
、
原
資
産
の
価
格
が
そ
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
分
上
昇
し
て
も
な
お
権
利
行

使
価
格
を
下
回
る
状
態
を
い
う
。

（
注
２
）

イ
ン
・
ザ
・
マ
ネ
ー
と
は
、
コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
お
い
て
は
、
原
資
産
の
価
格
が
権
利
行
使

価
格
を
上
回
っ
て
い
る
状
態
を
い
い
、
プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
お
い
て
は
、
原
資
産
の
価
格
が
権

利
行
使
価
格
を
下
回
っ
て
い
る
状
態
を
い
う
。

（
注
３
）

イ
ン
・
ザ
・
マ
ネ
ー
の
額
と
は
、
イ
ン
・
ザ
・
マ
ネ
ー
の
と
き
の
権
利
行
使
価
格
に
取
引
の
件
数
又
は

数
量
を
乗
じ
て
得
た
額
と
原
資
産
の
時
価
額
と
の
差
額
を
い
う
。

２

コ
ー
ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
買
付
け
又
は
プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
売
付
け
は
原
資
産
の
買
付
け
と
み
な
し
、
コ
ー
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ル
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
売
付
け
又
は
プ
ッ
ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
買
付
け
は
原
資
産
の
売
付
け
と
み
な
す
。

３

同
一
の
オ
プ
シ
ョ
ン
の
売
付
け
と
買
付
け
が
対
当
し
て
い
る
場
合
は
こ
れ
を
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
そ
の
他
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
）

第
七
条

そ
の
他
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
は
、
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

（
取
引
先
リ
ス
ク
相
当
額
）

第
八
条

規
則
第
九
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
取
引
先
リ
ス
ク
相
当
額
は
、
次
条
及
び
第
十
条
の
規
定
に
基

づ
い
て
算
出
し
た
額
を
い
う
。

（
取
引
先
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
）

第
九
条

取
引
先
リ
ス
ク
相
当
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
に
第
三
項
に
規
定
す
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
そ
れ
ぞ

れ
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
取
引
の
区
分
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定

め
る
掛
目
を
想
定
元
本
の
額
に
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ア
ド
オ
ン
」
と
い
う
。
）

及
び
正
の
値
を
と
る
再
構
築
コ
ス
ト
（
取
引
を
与
信
相
当
額
の
算
出
時
点
に
お
け
る
市
場
の
実
勢
条
件
に
よ
り
評

価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
算
出
す
る
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額

取

引

期

間

掛
目
（
パ
ー
セ
ン
ト
）
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金
関
連
取
引

一
年
以
下

一
・
〇

一
年
超
五
年
以
下

五
・
〇

五
年
超

七
・
五

貴
金
属
関
連
取
引

一
年
以
下

七
・
〇

一
年
超
五
年
以
下

七
・
〇

五
年
超

八
・
〇

そ
の
他
の
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
関
連
取
引

一
年
以
下

十
・
〇

一
年
超
五
年
以
下

十
二
・
〇

五
年
超

十
五
・
〇

（
注
１
）

再
構
築
コ
ス
ト
は
、
法
的
に
有
効
な
相
対
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
契
約
下
に
あ
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
同
一
の

ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
契
約
下
の
取
引
に
つ
い
て
、
当
該
取
引
に
係
る
再
構
築
コ
ス
ト
を
相
殺
し
た
後
の
額
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
注
２
）

金
関
連
取
引
と
は
、
金
に
係
る
法
第
二
条
第
十
四
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
及
び
こ

れ
ら
に
類
似
す
る
取
引
を
い
う
。

（
注
３
）

貴
金
属
関
連
取
引
と
は
、
貴
金
属
（
金
を
除
く
。
）
に
係
る
法
第
二
条
第
十
四
項
第
一
号
か
ら
第
六
号

ま
で
に
掲
げ
る
取
引
及
び
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
取
引
を
い
う
。

（
注
４
）

そ
の
他
の
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
関
連
取
引
と
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
取
引
、
農
産
物
取
引
若
し
く
は
卑
金
属
そ
の

他
の
貴
金
属
以
外
の
金
属
の
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
取
引
に
係
る
法
第
二
条
第
十
四
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で

に
掲
げ
る
取
引
及
び
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
取
引
を
い
う
。

（
注
５
）

こ
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
取
引
の
う
ち
、
日
々
の
値
洗
い
に
よ
る
証
拠
金
を
必
要
と
し
て
い
る
取
引
所

取
引
及
び
日
々
の
値
洗
い
に
よ
る
マ
ー
ジ
ン
コ
ー
ル
（
商
品
取
引
清
算
機
関
の
債
務
の
引
受
け
が
行
わ
れ

た
取
引
に
係
る
金
銭
の
受
領
額
の
現
在
価
値
と
有
価
証
券
の
受
領
数
量
の
時
価
額
の
合
計
が
当
該
取
引
に

係
る
金
銭
の
支
払
額
の
現
在
価
値
と
有
価
証
券
の
引
渡
数
量
の
時
価
額
の
合
計
に
満
た
な
い
場
合
に
、
商

品
取
引
清
算
機
関
の
参
加
者
が
そ
の
不
足
額
を
商
品
取
引
清
算
機
関
に
預
託
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
必

要
と
し
て
い
る
商
品
取
引
清
算
機
関
の
債
務
の
引
受
け
が
行
わ
れ
た
取
引
に
係
る
も
の
は
除
く
。

二

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
資
産
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
与
信
相
当
額

資
産
等

与
信
相
当
額
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短
期
貸
付
金

帳
簿
価
額

未
収
入
金

未
収
収
益

委
託
者
等
未
収
金

短
期
差
入
保
証
金

保
証
債
務

保
証
額

保
証
予
約

保
証
予
約
額

（
注
１
）

短
期
貸
付
金
か
ら
は
、
規
則
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

（
注
２
）

委
託
者
等
未
収
金
（
期
間
が
二
週
間
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
は
、
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
関
し

、
当
該
委
託
者
等
か
ら
預
託
を
受
け
た
金
銭
及
び
有
価
証
券
そ
の
他
の
物
並
び
に
当
該
委
託
者
等
の
計
算

に
属
す
る
金
銭
（
当
該
委
託
者
等
の
計
算
に
よ
る
取
引
で
あ
っ
て
決
済
を
結
了
し
て
い
な
い
も
の
に
係
る

差
益
金
に
相
当
す
る
金
銭
を
除
く
。
）
及
び
有
価
証
券
そ
の
他
の
物
の
合
計
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
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当
該
超
え
る
部
分
の
額
に
限
り
、
非
居
住
者
（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

百
二
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
非
居
住
者
を
い
う
。
）
と
の
先
物
取
引
（
法
第
二
条

第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
（
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
外
国
商
品
市
場
に
お
い
て
行
わ

れ
る
取
引
を
含
む
。
）
を
い
う
。
）
に
お
け
る
証
拠
金
の
授
受
に
お
い
て
発
生
す
る
一
日
分
の
立
替
金
を

控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
注
３
）

短
期
差
入
保
証
金
（
取
引
相
手
方
に
短
期
で
差
し
入
れ
た
担
保
金
そ
の
他
の
資
産
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
は
、
商
品
取
引
所
、
商
品
取
引
清
算
機
関
、
証
券
金
融
会
社
、
金
融
商
品
取

引
所
又
は
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
に
差
し
入
れ
る
も
の
及
び
信
用
取
引
差
入
保
証
金
（
金
融
商
品
取
引

法
第
百
六
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
取
引
及
び
そ
の
保
証
金
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
二
十
八
年
大
蔵

省
令
第
七
十
五
号
）
第
三
条
に
掲
げ
る
額
を
い
う
。
）
を
除
く
。

（
注
４
）

短
期
差
入
保
証
金
か
ら
は
、
第
一
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
取
引
の
再
構
築
コ
ス
ト
の
算
出
に
当
た
っ

て
考
慮
し
た
も
の
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
注
５
）

上
記
資
産
等
か
ら
は
、
法
第
二
百
十
条
の
規
定
に
よ
る
信
託
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
信
託
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る

内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ロ
及
び
第
百
四
十
五

条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
金
銭
信
託
に
係
る
も
の
を
除
く
。
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２

ア
ド
オ
ン
は
、
法
的
に
有
効
な
相
対
ネ
ッ
テ
ィ
ン
グ
契
約
下
の
取
引
に
つ
い
て
、
当
該
取
引
に
係
る
ア
ド
オ
ン
を

次
の
算
式
に
よ
り
換
算
し
た
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ネ
ッ
ト
の
ア
ド
オ
ン
＝
〇
・
四
×
グ
ロ
ス
の
ア
ド
オ
ン
＋
〇
・
六
×
ネ
ッ
ト
再
構
築
コ
ス
ト
／
グ
ロ
ス
再
構
築
コ

ス
ト
×
グ
ロ
ス
の
ア
ド
オ
ン

３

リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
取
引
先
の
区
分
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
率
と
す

る
。

取
引
先

率
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

国

零

地
方
公
共
団
体

中
央
銀
行

外
国
政
府
そ
の
他
の
外
国
の
法
令
上
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
中
央
銀
行
に

相
当
す
る
者

商
品
先
物
取
引
業
者

指
定
格
付
を
付
与
さ
れ
た
者

一
・
二
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等

指
定
格
付
を
付
与
さ
れ
て
い
な
い
者

五

そ
の
他
の
法
人
等

指
定
格
付
を
付
与
さ
れ
た
者

六

指
定
格
付
を
付
与
さ
れ
て
い
な
い
者

二
十
五

個
人

二
十
五

（
注
１
）

商
品
先
物
取
引
業
者
等
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

商
品
先
物
取
引
業
者

(1)

金
融
商
品
取
引
業
者
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引

(2)
業
を
行
う
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

商
品
先
物
取
引
業
者
又
は
金
融
商
品
取
引
業
者
に
準
ず
る
外
国
の
者
（
純
資
産
額
規
制
比
率
又
は
自

(3)
己
資
本
規
制
比
率
（
金
融
商
品
取
引
法
第
四
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
自
己
資
本
規
制
比
率
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
類
似
の
基
準
の
適
用
を
受
け
て
い
る
者
に
限
る
。
）
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国
内
の
金
融
機
関
（
規
則
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
金
融
機
関
を
い
う
。
以
下
こ

(4)
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

国
内
の
金
融
機
関
に
準
ず
る
外
国
の
会
社
（
自
己
資
本
比
率
基
準
の
適
用
を
受
け
て
い
る
会
社
に
限

(5)

る
。
）

銀
行
持
株
会
社
（
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
銀

(6)
行
持
株
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

銀
行
持
株
会
社
に
準
ず
る
外
国
の
会
社
（
自
己
資
本
比
率
基
準
の
適
用
を
受
け
て
い
る
会
社
に
限
る

(7)

。
）

商
品
先
物
取
引
業
者
又
は
金
融
商
品
取
引
業
者
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
外

(8)
国
の
会
社
（
純
資
産
額
規
制
比
率
又
は
自
己
資
本
規
制
比
率
と
類
似
の
基
準
の
適
用
を
受
け
て
い
る
者

に
限
る
。
）

国
際
機
関

(9)

（
注
２
）

指
定
格
付
を
付
与
さ
れ
た
者
と
は
、
本
格
付
又
は
予
備
格
付
の
別
を
問
わ
ず
、
長
期
優
先
債
務
（
こ
れ

と
同
視
し
得
る
債
務
を
含
む
。
）
に
指
定
格
付
（
金
融
商
品
取
引
業
者
の
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
、
取
引
先

リ
ス
ク
相
当
額
及
び
基
礎
的
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
の
基
準
等
を
定
め
る
件
（
平
成
十
九
年
金
融
庁
告
示

第
五
十
九
号
）
第
一
条
第
五
号
の
指
定
格
付
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
付
与
さ
れ
て



- 17 -

い
る
者
を
い
い
、
会
社
格
付
又
は
保
険
金
支
払
能
力
格
付
に
お
い
て
指
定
格
付
と
同
等
の
格
付
が
付
与
さ

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
指
定
格
付
を
付
与
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
注
３
）

指
定
格
付
を
付
与
さ
れ
て
い
る
連
結
財
務
諸
表
提
出
会
社
（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成

方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
連
結
財
務

諸
表
提
出
会
社
を
い
う
。
）
又
は
外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
の
連
結
子
会
社
（
同
条
第
四
号

に
規
定
す
る
連
結
子
会
社
を
い
う
。
）
又
は
外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該

連
結
子
会
社
が
指
定
格
付
以
外
の
格
付
を
付
与
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
指
定
格
付
を
付
与
さ
れ
た
も

の
と
み
な
す
。

（
注
４
）

取
引
先
の
区
分
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
取
引
先
の
区
分
に
応
じ
て
乗
じ
る
率
を
一
律
二
十
五

パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
注
５
）

次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
上
記
取
引
先
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
取
引
先
の
区
分
に
応
じ
て
乗
じ

る
率
を
一
律
百
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

債
務
不
履
行
宣
言
を
し
た
国
、
政
府
機
関
又
は
中
央
銀
行

(1)

破
産
手
続
開
始
、
再
生
手
続
開
始
、
更
生
手
続
開
始
若
し
く
は
特
別
清
算
開
始
の
申
立
て
を
行
っ
た

(2)
者
又
は
外
国
の
法
令
に
基
づ
き
同
種
類
の
申
立
て
を
行
っ
た
者

破
産
手
続
開
始
の
決
定
、
再
生
手
続
開
始
の
決
定
、
更
生
手
続
開
始
の
決
定
若
し
く
は
特
別
清
算
開

(3)
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始
の
命
令
を
受
け
た
者
又
は
外
国
の
法
令
に
基
づ
き
同
種
類
の
判
断
を
受
け
た
者

客
観
的
に
債
務
超
過
状
態
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
法
人

(4)

（
注
６
）

商
品
取
引
清
算
機
関
及
び
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
は
、
商
品
先
物
取
引
業
者
等
の
う
ち
指
定
格
付
を

付
与
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。

４

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
の
算
出
に
お
い
て
、
取
引
の
相
手
方
か
ら
担
保
金
そ
の
他
の
資
産
の
預
託
を
受
け
て
い

る
場
合
に
は
、
当
該
預
託
を
受
け
て
い
る
担
保
金
そ
の
他
の
資
産
の
時
価
額
を
当
該
与
信
相
当
額
か
ら
控
除
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
そ
の
他
取
引
先
リ
ス
ク
相
当
額
）

第
十
条

そ
の
他
業
務
に
係
る
取
引
の
相
手
方
の
契
約
不
履
行
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
に
相
当
す
る

額
を
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
、
こ
れ
を
取
引
先
リ
ス
ク
相
当
額
に
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
基
礎
的
リ
ス
ク
相
当
額
）

第
十
一
条

規
則
第
九
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
基
礎
的
リ
ス
ク
相
当
額
は
、
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


